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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　航空機（１２）と地上局（２０）との間の空対地通信用の装置であって、
　前記航空機（１２）と前記地上局（２０）はそれぞれ、指向性の無線データ伝送（１４
）用のアンテナ（１６、１８）を備えており、
　前記データ伝送（１４）は６０ＧＨｚから９０ＧＨｚまでの周波数帯で実行され、前記
地上局（２０）のアンテナ（１８）は、水平面（２２）に対して上方向に少なくとも５度
の角度αの範囲でのみ、データを伝送および受信することを特徴とする装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、前記地上局（２０）のアンテナ（１６）および前記航
空機（１２）のアンテナ（１６）の指向特性が電子的ビーム形成によって可変であること
を特徴とする装置。
【請求項３】
　地上局（２０）と航空機（１２）との間でデータ伝送（１４）を行う方法であって、
　前記地上局（２０）および前記航空機（１２）はそれぞれ、互いに指向性の無線データ
伝送を行うための無線アンテナを備えており、
　前記地上局（２０）は、水平面（２２）に対して少なくとも５度の角度αを下回るとデ
ータを放射せず、
　前記地上局（２０）および前記航空機（１２）のアンテナ（１６、１８）間での前記デ
ータ伝送（１４）を、６０ＧＨｚから９０ＧＨｚまでの周波数帯でのみ実行することを特
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徴とする方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法において、前記地上局（２０）および前記航空機（１２）は、そ
れぞれ、Ｅバンドにおける前記データ伝送（１４）のために設計されていることを特徴と
する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一機の航空機と少なくとも１つの地上局との間のデータ伝送の方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　航空機と地上局との間のデータ伝送は、特に旅客航空の分野において重要である。航空
機内の旅客の通話やネットサーフィンを可能にするデータ伝送技術に対するニーズが高ま
っている。本明細書において、航空機とは、具体的には飛行機、ヘリコプター、宇宙船を
包むものと理解される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　地上局と航空機との間のデータ通信においては、多数の旅客がデータ通信を実行できる
ように十分な帯域幅を確保するのは困難である。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、少なくとも１つの地上局と一機の航空機との間のデータ伝送に向けた改良型
装置と、対応する方法とを提供することを目的とする。
【０００５】
　航空機と地上局との間のデータ伝送は、６０ＧＨｚから９０ＧＨｚまでの周波数帯にお
いて、無線で実行される。この点に関して、地上局は、上方に最小でも５度の角度で、電
波を放射および受信することが特に重要であり、５度より小さい角度では、電波の伝送お
よび受信は不可能となる。従って、航空機は飛行中、地上局の受信範囲内にあるが、同一
の周波数範囲を使用する、地上レベルに近接した潜在ユーザーは、地上局からのデータを
受信することも、地上局に対するデータ接続を確立することも不可能である。その結果と
して、水平面に対して５度未満の角度範囲では、地上局からデータを一切受信できず、地
上局に対してデータを一切伝送できない。
【０００６】
　本発明は、航空機と地上局との間で指向性の広帯域無線データ伝送を可能にするという
基本的な発想に基づく。航空機と地上局との間の空対地通信に向けた本発明の装置は、航
空機に取り付けられた航空機局と、地上局とを含み、当該航空機局と当該地上局とは互い
に通信を行う。広帯域データ伝送は６０ＧＨｚから９０ＧＨｚまでの周波数帯で可能であ
り、同一の周波数範囲を使用する地上に近接したユーザーとの干渉が防止される。Ｅバン
ドとも呼ばれるこの周波数帯では、インターネットの使用に十分な帯域幅が確保され、飛
行機内の多数の旅客によるデータ伝送が可能となる。従って、空対地通信において、３０
ＧＨｚの帯域幅範囲、すなわち、一般的な無線通信で現在使用されている０～３０ＧＨｚ
の周波数範囲と全く同じ大きさの帯域幅範囲が、航空機では初めて、使用可能となる。
【０００７】
　わずか１ＧＨｚ、スペクトル効率１の空対地通信（ＡＴＧ）のチャネル幅では、航空機
一機当たり、１ギガビット／秒（Ｇｂｉｔ／ｓ）のデータ速度が使用可能となる。航空機
内の旅客のうち、ユーザー数が２００名であると仮定した場合、ユーザー／旅客１人当た
りのデータ速度は５０メガビット／秒（Ｍｂｉｔ／ｓ）となる。
【０００８】
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　地上局と航空機との間ではデータ伝送が直接実行されるため、衛星通信による遅延は生
じない。データ伝送は、ペンシルビーム方式（ペンシルビーム特性）で実行される。ペン
シルビームの指向特性は、主放射方向の周囲＋０．５度から－０．５度までの角度範囲に
おけるバンドル型指向特性であると理解される。これは、上記指向特性を有するメインロ
ーブがこの角度範囲に収まることを意味する。その結果として、地上局のアンテナの指向
特性のメインローブは、水平面より上方に５度未満の角度では回動できない。
【０００９】
　地上局および／または航空機のアンテナの主伝送／受信方向への回動は、電子的ビーム
形成によって可能となるのが好ましい。主伝送／受信方向は、垂直軸心を中心として望ま
しい態様で回動可能とすると有利である。さらに、水平軸心を中心とした回動は、地上局
のアンテナでは、水平線に対して５度より小さい角度への回動を不可能とすると有利であ
る。対応する態様において、航空機のアンテナの主伝送／受信方向は、水平軸心を中心と
して下方に－５度から－９０度までの角度範囲でのみ可能とすると有利である。
【００１０】
　本発明が提案する６０ＧＨｚから９０ＧＨｚまでの周波数帯を使用することによる最も
重要な利点とは、この周波数範囲におけるライセンスの使用性および取得可能性が、従来
使用される２０ＧＨｚまたは３０ＧＨｚ未満の周波数範囲と比較すると、より使用し易い
という点にある。Ｅバンドを使用するためのアンテナは、従来のアンテナ、特にＳａｔｃ
ｏｍテクノロジーのアンテナと比較すると、簡素化と低価格化を達成し、より容易に設置
できる。約２０ｍｓのデータ伝送は、Ｓａｔｃｏｍテクノロジーによる約６００ｍｓのデ
ータ伝送よりはるかに高速である。Ｅバンドの帯域幅はより大きいため、電子的ビーム形
成によって、他の地上局、または地上に近接したＥバンドユーザーとの干渉やクロストー
クを防止できる。
【００１１】
　Ｅバンド通信は、７０～８０ＧＨｚの周波数帯（Ｅバンド）内で生じるのが好ましい。
ペンシルビームはＭＭスペクトルにおける動作の必須条件であるため、この周波数帯には
、非干渉性を本来的に備え、傍受耐性を内在し、無制限のスペクトル再利用性を有すると
いう特徴がある。
【００１２】
　主な利点として、こうしたより高い周波数ではより大きな帯域幅が使用可能であるとい
う点と、結果として提供可能なデータ速度が上昇する点が挙げられる。また、Ｅバンド周
波数における伝送は、高度に集束された、指向性を有する、狭ペンシルビームの伝送に依
存するため、干渉のリスクが非常に低い。７０～８０ＧＨｚでのスペクトル配分によって
、Ｅバンドは、周波数レビューと干渉保護を強化するペンシルビームを含め、多くの利益
をもたらす。指向性アンテナによる高利得狭ビームは、干渉保護と、使用可能な、膨大な
スペクトル帯域幅を活用する能力とを達成するための鍵となる。ペンシルビームの性質に
よって、空対地リンクの配備において高度な周波数レビューが促進され、一般人の電磁場
への暴露が抑制される。これは、規制の観点からすると明らかな利点である。なぜなら、
他のシステムとの共通周波数共有が可能となり、従って、規制機関による迅速な空対地承
認が期待されるからである。Ｅバンドスペクトルは低コストであり、迅速なライセンス取
得可能性を特徴とする。リンクは「ライトライセンス」プロセスでライセンス付与される
ため、ライセンスを迅速に、かつ安価で取得できる。こうしたライセンスは、わずかなコ
ストおよび出願時間で、従来のスペクトルライセンスの利益を十分に提供する。
【００１３】
　地上局（基地局）は、ｎ（自然数）個の個別無線セグメントを備えてもよく、当該個別
無線セグメントはそれぞれ、方位角および／または仰角において３６０度の１／ｎを占め
る。例えば、４個または８個の個別無線セグメントが、方位角において９０度（４セグメ
ント）または４５度（８セグメント）のいずれかを占め、仰角において９０度を占めても
よい。基地局は、９０度または４５度のいずれかのセグメント構成に対応可能である。基
地局はソフトウェア制御され、構成は起動時間に読み込まれる。基地局は、無線モジュー
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ルとフェーズドアレイアンテナモジュールとを１つの組立体に収納する。基地局は、チャ
ネル当たり約１Ｇｂｉｔ／ｓに相当するＥバンドチャネルを１つまたは複数管理する。同
一のスペクトルが他の基地局によって再利用される。個別無線フェーズドアレイアンテナ
はそれぞれ、多数のアンテナ要素を有し、電子式操縦が可能なペンシルビームを形成する
。４セクターまたは８セクターのいずれの基地局構成を展開するかの判断は、空域内の予
想される航空機密度によって決まる。各基地局は、ＴＤＤビームの切り替えによって、最
大８つまで航空機局を受け入れ可能である。これにより、８個の個別無線セグメントを備
えた基地局では、１つ当たりの航空機局数が合計６４となる。
【００１４】
　航空機局は、基本的な指向性用に、切り替え可能なアンテナセクターを４つ有してもよ
い。アンテナセクターは低雑音増幅器とフェーズドアレイアンテナとを収納する。電子式
操縦が可能なフェーズドアレイアンテナは、方位角およびピッチにおいて９０度を占める
。各アンテナセクターは、６４個のフェーズドアレイ要素を有してもよい。４つのアンテ
ナアセンブリは航空機胴体の底面に設置される。
【００１５】
　航空機局は、全基地局の地理的座標（海面上の仰角、経度および緯度）を含む地図が記
憶されたメモリを有する。この地図は起動時間中に読み込まれる。航空機局は、自局の（
航空機の）座標（海抜高度、経度および緯度）を把握している。航空機局は、航空機のＡ
ＲＩＮＣバスに接続され、恒久的に更新される前記バスの位置データを読み取る。
【００１６】
　最初の目標捕捉では、航空機の慣性航法システム（ＩＮＳ）によって、空域内の航空機
の実際の位置、加速度、減速度が判定される。ＩＮＳはＡＲＩＮＣバスに接続されて、恒
久的に更新される位置データをバスに書き込む。位置データおよび加速度／減速度データ
を用いて、航空機局は航空機の軌道を計算する。目標捕捉は航空機局によって開始される
。
【００１７】
　アクティブな基地局がない場合、航空機局は、３０ｍｓごとに一番近い基地局に無線ｐ
ｉｎｇを送信し、そして特定の基地局方向からのみ受信する受信モードへと切り替わる。
ｐｉｎｇは１０秒の間繰り返し送信される。１０秒間のｐｉｎｇサイクルの間に応答を受
信しなかった場合、航空機局が無線を受信する範囲内において二番目に近い基地局にｐｉ
ｎｇが送信され、ある基地局が当該航空機局とのＴＤＤ接続を確立するまで同様に続く。
ｐｉｎｇは、航空機局の実際の位置と軌道とを含む。基地局は、１秒ごとに、５０ｍｓ間
の状態監視サイクルに切り替わる。基地局は、状態監視サイクルの間、全方向受信モード
へと切り替わる。ある基地局がある航空機局の無線ｐｉｎｇを受信し、登録すると、当該
基地局は位置データと軌道データとを読み込む。当該基地局は、当該航空機局の予想され
る位置に向かってペンシルビームを生成することで、当該航空機局とのＴＤＤ無線接続を
確立する。接続が確立されると、当該基地局と当該航空機局との間で状態監視サイクルが
同期される。
【００１８】
　基地局の切り替えでは、全基地局が中央監視制御システム（ＣＭＣＳ）に接続され、Ｃ
ＭＣＳが必要に応じて接続を最適化し、再編成する。ＣＭＣＳは、全基地局と接続された
航空機との３Ｄ地図を生成する。ＣＭＣＳは、全基地局の接続と負荷分散とを基地局ごと
に最適化する。切り替え手順は、ＣＭＣＳによって開始される点以外は、最初の目標捕捉
と同一である。
【００１９】
　目標追跡では、ＴＤＤ接続が確立されると、航空機局が、更新された自局の位置データ
と軌道データとを、基地局に対して恒久的に送信する。基地局は、正確な位置合わせのた
めに、更新された航空機局の位置データおよび軌道データに従って、ビーム位置を誘導す
る。基地局は更新された位置データを、航空機局が受信した状態のまま、ＣＭＣＳに転送
する。航空機局の軌道データにおけるファクタリングとともに、ドップラーシフト補償お
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よび回避が実行される。中央監視制御システム（ＣＭＣＳ）は、基地局経由で受信した、
受信済みの航空機局の位置データおよび軌道データから、航空交通の三次元空域地図を算
定する。ＣＭＣＳは、全基地局の接続と負荷分散とを基地局ごとに最適化する。
【００２０】
　既定の空域内の全航空機が、本発明のＥバンド空対地システムに参画している場合、全
航空機とその軌道が三次元空域地図に提示され、表示可能となるため、当該地図は、航空
交通管制が航空機の交通を制御するために用いられてもよい。
【００２１】
　さらに、本発明の空対地通信チャネルは、例えば、操縦室の乗組員が操縦不能となる、
または航空機がハイジャックされるなどの緊急時には、有資格者が航空機を地上から制御
するために用いられてもよい。空対地航空機無線は、ＡＲＩＮＣバス経由で、自動操縦（
ＡＰ）、または飛行管理システム（ＦＭＳ）に接続されてもよい。また、不正操作を防止
する直接接続を確立するために、直接ケーブル接続を用いて配線してもよい。
【００２２】
　以下に、本発明の例示的な一実施形態を、図を参照してより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】例示的な実施形態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　例示的な実施形態における航空機１２は、数百名の旅客が搭乗した旅客飛行機であり、
旅客は各々、例えばスマートフォンやタブレットＰＣによって、航空機１２のアンテナ１
６と、地上局２０のアンテナ１８との間の無線データ接続１４を使用している。アンテナ
１６、１８はＥバンドアンテナであり、その主放射／受信方向は電子的ビーム形成によっ
て変化する。航空機１２に搭乗している間、旅客は各々の端末で、例えばＷＬＡＮによっ
て、アンテナ１６が捕らえたデータを受信できる。データ伝送１４は、Ｅバンド、すなわ
ち６０ＧＨｚから９０ＧＨｚまでの周波数範囲で実行される。
【００２５】
　地上局２０のアンテナ１８は、水平面２２より上方に約３０度の角度αで、データ伝送
１４のデータを伝送および受信する。本発明によれば、角度αは、５度より小さい角度に
はなりえない。角度αが５度未満（主放射方向）のとき、地上局２０のアンテナ１８はデ
ータを伝送および受信しない。電子的ビーム形成によって、航空機１２が移動中、アンテ
ナ１６、１８間に直接接続が存在し、維持されるように、地上のアンテナ１８および飛行
機のアンテナ１６の主放射／受信方向は互いに自動調整される。図１では、航空機１２の
アンテナ１６が、水平面２４より下方に－２０度の角度β（主放射方向）で、データ伝送
１４のデータを伝送している。当該角度αとβは錯角として互いに一致する。航空機１２
が地上局２０の上空を移動する間、電子ビーム制御によって、アンテナ１６、１８のメイ
ンローブと指向特性の自動追跡が実行されて、直接データ接続１４が維持される。
　なお、本発明は、実施の態様として以下の内容を含む。
［態様１］
　航空機（１２）と地上局（２０）との間の空対地通信用の装置であって、
　前記航空機（１２）と前記地上局（２０）はそれぞれ、指向性の無線データ伝送（１４
）用のアンテナ（１６、１８）を備えており、
　前記データ伝送（１４）は６０ＧＨｚから９０ＧＨｚまでの周波数帯で実行され、前記
地上局（２０）のアンテナ（１８）は、水平面（２２）に対して上方向に少なくとも５度
の角度αの範囲でのみ、データを伝送および受信することを特徴とする装置。
［態様２］
　態様１に記載の装置において、前記地上局（２０）のアンテナ（１６）および前記航空
機（１２）のアンテナ（１６）の指向特性が電子的ビーム形成によって可変であることを
特徴とする装置。
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［態様３］
　態様１から２のいずれか一つに記載の装置において、地上の前記アンテナ（１８）のメ
インローブは、垂直軸心を中心として自在に回動可能であり、かつ、５度の前記角度αを
下回らないように水平軸心を中心として回動可能であることを特徴とする装置。
［態様４］
　態様１から３のいずれか一つに記載の装置において、前記航空機（１２）のアンテナ（
１６）のメインローブは、垂直軸心を中心として任意に回動可能であることを特徴とする
装置。
［態様５］
　態様１から４のいずれか一つに記載の装置において、前記航空機（１２）のアンテナ（
１６）のメインローブは、水平面に対して－５度から－９０度の角度βの範囲でのみ回動
可能であることを特徴とする装置。
［態様６］
　態様１から５のいずれか一つに記載の装置において、前記データ伝送（１４）はＥバン
ドでのみ実行されることを特徴とする装置。
［態様７］
　態様１から６のいずれか一つに記載の装置において、前記地上局（２０）のアンテナお
よび前記航空機（１２）のアンテナ（１６）は、それぞれ、ペンシルビームとして電波を
放射するように設計されていることを特徴とする装置。
［態様８］
　態様１から７のいずれか一つに記載の装置において、前記地上局（２０）および前記航
空機（１２）は、前記地上局（２０）および前記航空機（１２）のアンテナ（１６、１８
）間で直接の前記データ伝送（１４）を行うように設計されていることを特徴とする装置
。
［態様９］
　態様１から８のいずれか一つに記載の装置において、前記航空機（１２）および前記地
上局（２０）のアンテナ（１６、１８）はｎ個のセグメントに分割されており、各セグメ
ントは、方位角および／または仰角のそれぞれにおいて３６０度の１／ｎを占める装置。
［態様１０］
　態様１から９のいずれか一つに記載の装置において、前記航空機（１２）が、データ記
憶メモリであって、複数の前記地上局（２０）の地理的位置情報を含むメモリを備えるこ
とを特徴とする装置。
［態様１１］
　態様１から１０のいずれか一つに記載の装置において、三次元地図を作成する中央監視
制御システムをさらに備え、前記三次元地図は、前記中央監視制御システムと無線で通信
を行う複数の前記地上局（２０）および少なくとも一機の前記航空機（１２）の三次元地
図である装置。
［態様１２］
　地上局（２０）と航空機（１２）との間でデータ伝送（１４）を行う方法であって、
　前記地上局（２０）および前記航空機（１２）はそれぞれ、互いに指向性の無線データ
伝送を行うための無線アンテナを備えており、
　前記地上局（２０）は、水平面（２２）に対して少なくとも５度の角度αを下回るとデ
ータを放射せず、
　前記地上局（２０）および前記航空機（１２）のアンテナ（１６、１８）間での前記デ
ータ伝送（１４）を、６０ＧＨｚから９０ＧＨｚまでの周波数帯でのみ実行することを特
徴とする方法。
［態様１３］
　態様１２に記載の方法において、前記地上局（２０）および前記航空機（１２）は、そ
れぞれ、Ｅバンドにおける前記データ伝送（１４）のために設計されていることを特徴と
する方法。
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［態様１４］
　態様１２から１３のいずれか一つに記載の方法において、前記地上局（２０）および／
または前記航空機（１２）のアンテナ（１６、１８）の伝送方向および受信方向は、垂直
軸心を中心として任意に回動可能であることを特徴とする方法。
［態様１５］
　態様１２から１４のいずれか一つに記載の方法において、前記地上局（２０）のアンテ
ナ（１８）の伝送／受信方向は、５度の前記角度αを下回らないように水平軸心を中心と
して回動可能であることを特徴とする方法。
［態様１６］
　態様１２から１５のいずれか一つに記載の方法において、前記航空機（１２）のアンテ
ナ（１６）の伝送および受信方向は、水平面に対して－５度から－９０度の角度βの範囲
でのみ回動可能であることを特徴とする方法。
［態様１７］
　態様１２から１６のいずれか一つに記載の方法において、前記航空機（１２）のアンテ
ナ（１６）と、前記地上局（２０）のアンテナ（１８）との間の前記データ伝送（１４）
を直接実行することを特徴とする方法。
［態様１８］
　態様１２から１７のいずれか一つに記載の方法において、前記航空機（１２）は、前記
地上局（２０）の伝送および受信範囲から離れた後、さらなる地上局であって、その伝送
および受信範囲内に前記航空機（１２）が位置する更なる地上局を自動的に探してコンタ
クトを確立することを特徴とする方法。
［態様１９］
　態様１２から１８のいずれか一つに記載の方法において、前記航空機（１２）および前
記地上局（２０）のアンテナ（１６、１８）はフェーズドアレイアンテナセグメントを備
え、各フェーズドアレイアンテナセグメントは、方位角および／または仰角において３６
０度の１／ｎを占める方法。
［態様２０］
　態様１２から１９のいずれか一つに記載の方法において、前記航空機（１２）は、複数
の前記地上局（２２）の地理的位置が記憶されたデータ記憶メモリを備え、前記航空機（
１２）内の中央監視制御システムが、前記地上局および前記航空機の位置情報を含む地図
を作成する方法。
［態様２１］
　態様１２から２０のいずれか一つに記載の方法において、中央監視制御システムが、複
数の前記地上局（２０）および少なくとも一機の前記航空機（１６）の位置を示す三次元
空域地図を算定し、前記地図に表示された航空機の航空交通を制御するために前記地図を
使用する方法。
［態様２２］
　態様１２から２１のいずれか一つに記載の方法であって、前記航空機（１２）を地上か
ら遠隔制御するために使用される方法。
［態様２３］
　態様１２から２２のいずれか一つに記載の方法において、
　中央監視制御システムに記憶されて頻繁に更新される前記航空機（１２）および前記地
上局（２０）の位置データおよび軌道データを利用することによって、航空機の前記アン
テナ（１６）および／または地上の前記アンテナ（１８）のメインローブを、航空機の前
記アンテナ（１６）または地上の前記アンテナ（１８）のそれぞれの方向に誘導する方法
。
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